
いじめ等問題行動の対応（フローチャート） 
 
  

          
   （発見者が学部主事へ報告） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

問題行動の発見（発見者） 

問題行動の把握（発見者と学部主事で、生徒指導主事、管理職に相談） 

 
◎聴き取りや対応時「①生徒指導メモ」を活用する。 

・手書き、入力どちらでも可。なるべく枠内に収まるよう簡潔に、まと

める。詳しい内容が必要な場合は、別紙を添付しても良い。 

・「疑われる問題」は記入しない。担当（学部コース主任、学部内生徒

指導）が検討し、管理職、生徒指導主事と相談して記入する。 

「①生徒指導メモ」による情報

共有（回覧：担任、副任、学部

コース主任、生徒指導部、管理

職） 

 

疑われる問題がいじめ 

 

疑われる問題がいじめ以外 

 

「②第１次判断記録」記入・確認 

（作成：発見者、または相談して学級担任等） 

（回覧：担任、副任、学部コース主任、生徒指導部、管理職） 

（判断：管理職） 

いじめの疑いあり 

 

いじめの疑いなし 

いじめ防止委員会 

 

いじめの重大事態 

再発防止の取り組み・生徒指導メ

モを生徒指導部で保管 

再発防止の取り組み・生徒指導メモを生徒指導部で保管 

 

いじめの認知しない 

再発防止の取り組み・生徒指

導メモを生徒指導部で保管 

いじめの発見時の対応

（フローチャート）へ 

重大事態への対応  

（フローチャート）へ 

・「③第１回学校いじめ防止委員会議録」記入 

・いじめ防止委員（管理職、教務主任、養護教諭、学部コース主任、生徒指導

部、スクールカウンセラー）が集まることを原則とするが , 状況に応じて参加

者は検討して招集 

・スクールカウンセラーは定期カンファレンスで情報共有し、事案に応じてい

じめ防止委員会に参加 

・いじめの判断は校長 

いじめの認知 

 

県教委へ報告（管理職） 



いじめ発見時の対応（フローチャート） 
 
  

          
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ※重大事態の場合は、「重大事態の対応」へ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

いじめの発見（教職員発見、児童生徒・保護者からの申し出等） 

いじめ対策推進教員（生徒指導主事）、学部コース主任、学年主任、担任も加えて対応を協議 

 
・事実確認は、被害児童生徒・加害児童生徒の両方から個別に行う 

・生徒指導、学部主事、学年主任など複数の教職員で対応する 

・事実関係に矛盾がないよう細部まで聴取、確認する 

・いじめを目撃した児童生徒がいれば、両者の証言に矛盾が生じてないか正確に事

実を確認する 

・必要に応じてアンケートも実施する 

・被害児童生徒の安全を確保と支援体制をつくる 

・加害生徒には毅然とした態度で指導し、当該児童生徒の健全な成長を促す 

事実確認 

情報共有 

保護者に連絡（学級担任） 

 

指導方針の検討 

（いじめ防止委員会） 

特別指導の具体的指導内容を検討 

（いじめ防止委員会） 

特別指導の必要あり 

 

特別指導の必要なし 

事後指導・経過観察 

（学級担任等関係諸職員） 

特別指導 

 いじめを行った児童生徒について、

いじめを受けた児童生徒が使用する教

室以外の場所で学習を行わせる等、い

じめを受けた児童生徒が安心して教育

を受けるために必要な措置 

再発防止の指導 

（学級担任等関係職

員） 

 
特別指導の実施 

いじめの解消・解決 

（いじめ防止委員会） 

報告 

（県教委：校長、保護者：管理職、職員会議：管理職） 

発見者→学部コース主任、生徒指導主事、管理職に報告 

・把握した事実を正確に説明する 

・必要に応じて家庭訪問する 

・事実に基づいて指導方針を決定 

県教委へ報告 

（校長） 

特別指導の内容決定 

（職員会議を経て校長が決定） 

事後指導・経過観察 

（学級担任等関係諸職員） 

・事案に応じてスクールソーシャルワー

カー等の専門家を活用 

 



重大事態への対応（フローチャート） 
 

 
重大事態の定義 
 
○いじめにより生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき 
 
○いじめにより生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき  
 

 
  

          
    
 
 
 
 
 
 
  

          
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

重大事態の認知（いじめ防止委員会） 

県教委の指導・助言を受け重大事態の

調査委員会を設置（学校） 

・学校は県教委に重大事態の発生を報告し、連携しながら

対処する 

・教育上の効果が上がらず、犯罪行為や被害の恐れがある

場合は警察に相談し対処する 

調査結果を踏まえた必要な措置（追加調査） 

県教委へ報告（校長） 

・事実関係について可能な限り網羅的に明確にすること。

その際客観的な事実関係を速やかに調査する 

・県教委との十分な連携を図る 

重大事態の詳細調査について県教委が判断 

重大事態の詳細調査を実施 

調査結果を報告 

（校長→県教委） 

（学級担任等関係職員→被害児童生徒、保護者） 

・県教委が県いじめ防止対策等委員会（第三者委員会）、

または学校を主体とする調査委員会いずれかで詳細調査

を実施するかを判断する 

再発防止の取り組み（学校） 

被害・加害児童生徒及びその保護者に対して情

報を適切に提供 

（調査委員会） 

重大事態の解決 

（いじめ防止委員会） 
県教委へ報告（校長） 

重大事態の基本調査を実施 

（校内調査委員会） 


